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凡  例 

 

1. 比率(%)は、原則として小数点以下第 2位を四捨五入した。 

2. 各表中の「0.0」は、該当数値が「0.05」未満のものである。 

3. 各表中の「―」は、該当数値のないものである。 
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郡上市財政健全化判断比率審査意見書 

 

 

１ 審査の種類 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項による健全化判断比率審査 

 

２ 審査の対象 

  令和４年度郡上市一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算に基づく実質赤字比

率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」と

いう。) 並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。 

 

３ 審査の着眼点 

  市長から審査に付された令和４年度決算における健全化判断比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類について、法令等に照らして健全化判断比率の算定過程

に誤りはないか、法令等に基づく適切な算定要素が用いられているか、算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているか、客観的事実に基づき健全化判断

比率の算定が公正な判断により行われているかを主な着眼点として実施した。 

 

４ 審査の実施場所及び日程 

   実施場所 郡上市総合文化センター２階特別会議室 

   実施日程 令和５年８月１０日 

 

５ 審査の結果及び意見 

  市長から審査に付された財政健全化判断比率は正確に算定されており、その算定の

基礎となる事項を記載した書類についても適正に作成されていることを認めた。 

実質赤字比率と連結実質赤字比率については、実質収支が黒字のため数値として表れ

ていないので良好な状態と認める。 

実質公債費比率は、地方債の新規借入額の抑制及び定期償還による地方債残高の減少

に努めたことにより、元利償還金が減少したことで、３カ年平均で前年度から 0.4ポイ

ント改善され 11.4％となった。 

将来負担比率は、地方債現在高の減少や公営企業債等繰入見込み額の減少、充当可能

基金の増加等により、前年度に比べて 2.0ポイント改善され 70.1％となった。 

実質公債費比率と将来負担比率については、順調に改善しているが、実質公債費比率

は今後上昇すると見込まれ予断を許さない状況であるため、更なる公債費負担の軽減を

図っていく必要がある。 

今後も、地方債の新規借入額の抑制や交付税算入率の高い地方債の活用など市債残高

の着実な縮減などに取り組み、健全な財政運営に努めていただきたい。 
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区 分 令和４年度 令和３年度 増 減 早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率 － － －   １２．６０％ 

連結実質赤字比率 － － －   １７．６０％ 

実質公債費比率 １１．４％ １１．８％ △０.４   ２５．０ ％ 

将 来 負 担 比 率 ７０．１％ ７２．１％ △２.０ ３５０．０ ％ 

※比率は別紙付表により算出した数値であり、比率として表れないものは「－」と記載

した。 
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郡上市資金不足比率審査意見書 

 

 

１ 審査の種類 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項による資金不足比率審査 

 

２ 審査の対象 

  令和４年度郡上市水道事業会計、郡上市下水道事業会計、郡上市病院事業会計、郡

上市宅地開発特別会計及び郡上市小水力発電事業特別会計の決算に基づく資金不足比

率(以下「郡上市水道事業会計決算等に基づく資金不足比率」という。) と、その算

定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。 

 

３ 審査の着眼点 

  市長から審査に付された郡上市水道事業会計決算等に基づく資金不足比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類について、法令等に照らして資金不足比率の算

定過程に誤りはないか、法令等に基づく適切な算定要素が用いられているか、算定の

基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか、客観的事実に基づき資金

不足比率の算定が公正な判断により行われているかを主な着眼点として実施した。 

 

４ 審査の実施場所及び日程 

  実施場所 郡上市総合文化センター２階特別会議室 

  実施日程 令和５年８月１０日 

 

５ 審査の結果及び意見 

  市長から審査に付された郡上市水道事業会計決算等に基づく資金不足比率は正確に

算定されており、その算定の基礎となる事項を記載した書類についても適正に作成さ

れていることを認めた。 

全会計とも資金不足比率は算出されなかったため数値として表れておらず、事業の経

営の健全性は保たれていると判断できる。ただし、病院事業会計においては、財政健全

化法における比率の算定上、解消可能資金不足額によって解消されている状態であり、

新型コロナウイルス感染症による診療控えの影響などにより資金不足が生じているこ

とから、経営改善に取り組み、経営の健全化に努めていただきたい。 
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区 分 令和４年度 令和３年度 増減 経営健全化基準 

水道事業会計 － － － 

２０．０％ 

下水道事業会計 － － － 

病院事業会計 － － － 

小水力発電事業特別会計 － － － 

宅地開発特別会計 － － － 

※比率は別紙付表により算出した数値であり、比率として表れないものは「－」と記載

した。 
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[付表]

- （早期健全化基準：12.60％、財政再生基準：20.00％）

（参考：△6.12％）

※令和4年度決算　財政健全化判断比率審査調書　より

（計算式）

（単位：千円）

 

【一般会計等の実質赤字額 （A）】 （単位：千円）

繰越明許費

繰越財源額

30,690,621 29,231,668 388,003 0 1,070,950

43,784 15,166 0 0 28,618

876 876 0 0 0

30,735,281 29,247,710 388,003 0 1,099,568

実質赤字額 △ 1,099,568

【標準財政規模（B）】 （単位：千円）

金　　額

標準税収入額等 6,656,893

普通交付税額 11,098,814

臨時財政対策債発行可能額 186,106

17,941,813合　　　計

合　　　計

項　　　目

17,941,813

会　計　名 歳　入　額 歳　出　額 事業繰越額 実質収支額

実質赤字比率

実質赤字比率　＝
一般会計等の実質赤字額（A)

標準財政規模（B)

　　　　　　　　　　＝
△ 1,099,568

一般会計

青少年育英奨学資金貸付特別会計

鉄道経営対策事業基金特別会計
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- （早期健全化基準：17.60％、財政再生基準：30.00％）

（参考：△16.88％）

（計算式）

（単位：千円）

【一般会計及び公営企業会計以外の特別会計の実質赤字額（A）】 （単位：千円）

繰越明許費

繰越財源額

30,690,621 29,231,668 388,003 0 1,070,950

43,784 15,166 0 0 28,618

876 876 0 0 0

4,781,831 4,730,488 0 0 51,343

337,868 310,443 0 0 27,425

4,745,848 4,457,594 0 0 288,254

678,196 668,061 0 0 10,135

734,343 712,126 0 0 22,217

5,820 5,820 0 0 0

42,019,187 40,132,242 388,003 0 1,498,942

実質赤字額 △ 1,498,942

【公営企業会計（法適用企業）の資金不足額（B）】 （単位：千円）

1,336,639

193,511

0

1,530,150

※病院事業会計は資金不足解消可能額があるため、健全化判断比率上は資金不足額は

　　ないものとして扱う（資金不足比率を参照） 資金不足額 △ 1,530,150

【公営企業会計（法非適用企業）の資金不足額（C）】 （単位：千円）

5,286 5,105 0 181

62,563 62,563 0 0

67,849 67,668 0 0 181

資金不足額 △ 181

資金不足・剰余額

宅地開発特別会計

小水力発電事業特別会計

合　　　計

合　　　計 3,001,379 1,794,749

会　計　名 歳　入　額 歳　出　額
繰越明細費
繰越財源額

未収入特定財源

病院事業会計 749,119 1,072,639

流動負債等＋建設改良費等以外の
経費の地方債現在高

資金不足・剰余額

水道事業会計 1,739,002 402,363

下水道事業会計 513,258 319,747

後期高齢者医療特別会計

介護サービス事業特別会計

駐車場事業特別会計

合　　　計

会　計　名 流動資産等

青少年育英奨学資金貸付特別会計

鉄道経営対策事業基金特別会計

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

介護保険特別会計

会　計　名 歳　入　額 歳　出　額 事業繰越額 実質収支額

一般会計

連結実質赤字比率

連結実質赤字比率　＝
連結実質赤字額（A)＋（B)＋（C)

標準財政規模（D)

　　　　　　　　　　＝
△ 3,029,273

17,941,813
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【標準財政規模（D）】 （単位：千円）

標準税収入額等

普通交付税額

臨時財政対策債発行可能額

項　　　目 金　　　額

6,656,893

11,098,814

186,106

合　　　計 17,941,813

7



11.4 （早期健全化基準：25.0％、財政再生基準：35.0％）

実質公債費比率＝（12.33227+10.84543+11.10808）÷３

（３ヶ年平均）

（計算式）

【単年度の実質公債費比率】 令和２年度 令和３年度 令和４年度

12.33227% 10.84543% 11.10808%

令和２年度

（単年度）

 

【地方債の元利償還金・準元利償還金等（A）】 （単位：千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

3,811,401 3,689,216 3,598,839

満期一括償還地方債１年当たりの元金償還金相当額 0 0 0

2,056,076 1,884,930 1,839,036

1,560 1,560 1,560

140 210 929

5,869,177 5,575,916 5,440,364

【算入公債費等の額（B）】 （単位：千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

4,100,061 3,950,755 3,830,018

特定財源の額 53,923 53,923 42,797

4,153,984 4,004,678 3,872,815

【標準財政規模（C）】 （単位：千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

6,647,541 6,393,609 6,656,893

10,790,013 11,350,871 11,098,814

570,680 693,828 186,106

18,008,234 18,438,308 17,941,813

臨時財政対策債発行可能額

合　　　　計

項　　　目

基準財政需要額算入額

合　　　　計

項　　　目

標準税収入額等

普通交付税額

項　　　目

元利償還金の額（繰上償還額等を除く）

公営企業に要する経費の地方債の償還財源繰入金

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

一時借入金の利子

合　　　　計

令和３年度
1,571,238

14,487,553

令和４年度
1,567,549

14,111,795

実質公債費比率

実質公債費比率　＝
地方債の元利償還金・準元利償還金等（A)－算入公債費等の額（B)

標準財政規模（C）－基準財政需要額算入額

実質公債費比率　＝
1,715,193

13,908,173
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70.1% （早期健全化基準：350.0％）

（計算式）

（単位：千円）

【将来負担額（A）】 （単位：千円）

【充当可能財源等（B）】 （単位：千円）

リ

ル

【標準財政規模（C）】 （単位：千円）

標準財政規模

【算入公債費等の額（D）】 （単位：千円）

基準財政需要額算入額

17,941,813

項目 金　　額

3,830,018

地方債の償還等に係る基準財政需要額算入見込額 30,519,022

合　　　　計 37,281,930

項目 金　　額

地方債の償還額等に充当可能な基金 6,609,274

ヌ 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額 153,634

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 0

合　　　　計 47,179,287

項目 金　　額

ヘ
地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担
している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した
一般会計等の負担見込額

0

ト 連結実質赤字額 0

ニ
当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負
担等見込額

0

ホ 退職手当支給予定額のうち、一般会計等の負担見込額 1,195,567

ロ
債務負担行為に基づく支出予定額
（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）

7,800

ハ
一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担
等見込額

17,676,437

　　　　　　　　　　＝
9,897,357

14,111,795

項目 金　　額

イ 一般会計等の当該年度末における地方債現在高 28,299,483

将来負担比率

将来負担比率　＝
将来負担額（A)－充当可能財源等（B)

標準財政規模（C）－算入公債費等の額（D)

9



比　　率 （参考）（経営健全化基準：20％）

- (△ 332.7%)

- (△ 30.5%)

- (0.0%)

-

- (0.0%)

（計算式）

※（A)が正の値かつ（A)－（B)が負の値となる場合は（A)－（B)＝０とする

[法適用企業：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計]

資金の不足額（A)　＝ 　流動負債の一部＋建設改良費等以外の経費の地方債現在高－流動資産の一部

解消可能資金不足額（B)　＝ 　累積償還・償却差額算定方式による算定額＋建設改良費等以外の経費の地方債現在高

事業の規模（C)　＝ 　営業収益の額－受託工事収益の額

[法非適用企業：小水力発電事業特別会計]

資金の不足額（A)　＝ 　歳出額＋建設改良費等以外の経費の地方債現在高－歳入額－翌年度に繰り越すべき財源

解消可能資金不足額（B)　＝ 　累積償還・償却差額算定方式による算定額＋建設改良費等以外の経費の地方債現在高

事業の規模（C)　＝ 　営業収益相当収入額－受託工事収益相当収入額

[法非適用企業：宅地開発特別会計]

資金の不足額（A)　＝ 　歳出額＋建設改良費等以外の経費の地方債現在高－歳入額－土地収入見込額

解消可能資金不足額（B)　＝ 　累積償還・償却差額算定方式による算定額＋建設改良費等以外の経費の地方債現在高

事業の規模（C)　＝ 　資本に相当する額＋負債に相当する額

　累積償還・償却差額算定方式による　

解消可能資金不足額　＝ 　（累積元金償還額－累積減価償却費）×企業会計等の元利償還負担率

【資金の不足額（A）】 （単位：千円）

△ 1,336,639

△ 193,511

941,285

△ 181

0小水力発電事業特別会計 62,563 62,563

病院事業会計 1,690,404 749,119

宅地開発特別会計 5,105 5,286

資金不足額
（△資金剰余額）

（A）

水道事業会計 402,363 1,739,002

下水道事業会計 319,747 513,258

小水力発電事業特別会計

資金不足比率　＝
資金の不足額（A）－解消可能資金不足額（B)（（A）が正の値の場合のみ）

事業の規模（C)

会　計　名
流動負債等＋建設改良費等以外の

経費の地方債現在高
または歳出額等

流動資産等
または歳入額等

会　計　名

資金不足比率

水道事業会計

下水道事業会計

病院事業会計

宅地開発特別会計

10



【解消可能資金不足額（B)】 （単位：千円）

1,323,041 705,276 617,765 △ 381,756
（A)－（B)が負の値となる
ため「０」として扱う

【事業の規模（C）】 （単位：千円）

401,783

633,756

3,467,288

0

54,630小水力発電事業特別会計 54,630 0

病院事業会計 3,467,288 0

宅地開発特別会計 0 0

事業の規模

水道事業会計 401,783 0

下水道事業会計 633,756 0

病院事業会計

宅地開発特別会計 （資金不足額が負の値のため算出不要）

小水力発電事業特別会計 （資金不足額が０のため算出不要）

会　計　名 営業収益等 受託工事収益等

備考累積償還・償却
差額算定方式

建設改良費等
以外の経費の
地方債現在高

水道事業会計
（資金不足額が負の値のため算出不要）

下水道事業会計

会　計　名
解消可能

資金不足額
（B)

(A)　-　(B)
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